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タイトル 産業廃棄物処理業許可の取消し

担　　当 くらし・環境部 環境局廃棄物リサイクル課

連 絡 先 産業廃棄物班

TEL 054-221-2423

産業廃棄物処理業者に対して行政処分を行いました。

１　処分を受けた者
　　所在地　東京都八王子市弐分方町542番地９
　　名　称　子安　忍

２　処分内容
　　産業廃棄物収集運搬業許可の取消し

３　処分年月日
　　令和３年12月22日

４　処分理由
　　子安忍は、令和３年12月２日に、東京都知事から産業廃棄物収集運搬業の許可
　の取消処分を受けた。
　　これにより、同人は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第５項第４号
　ホに規定する欠格要件（許可の取消処分を受けてから５年を経過しない者）に該
　当したため、同法第14条の３の２第１項の規定に基づき許可を取り消すものであ
　る。


